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(57)【要約】
【課題】簡易な構成でありながら、多様な半導体基板に
対応して、高い精度でマイクロクラック等を検出するこ
とができる赤外線検査装置を提供する。
【解決手段】半導体基板に赤外線を照射して透過した光
を検出する赤外線検査装置であって、異なる波長の光を
射出する複数種類の赤外線ＬＥＤを、切り替え点灯可能
に備えているようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板に赤外線を照射して透過した光を検出する赤外線検査装置であって、
　異なる波長の光を射出する複数種類の赤外線ＬＥＤを、切り替え点灯可能に備えている
赤外線検査装置。
【請求項２】
　検査対象である前記半導体基板に応じて、前記複数種類の赤外線ＬＥＤから点灯する赤
外線ＬＥＤを選択するＬＥＤ選択部と、
　前記赤外線ＬＥＤから照射された光が前記半導体基板を透過した光を透過画像として撮
像する撮像装置と、
　前記撮像装置で撮像された透過光の輝度値を算出する輝度算出部と、
　前記透過光を前記輝度算出部で算出された輝度値により３群に分類し、３群のうち輝度
値が最も高い群と最も低い群とに属する透過光が検出された前記半導体基板のポイントを
抽出するクラック抽出部と、を備えている請求項１記載の赤外線検査装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウェハ等の半導体基板に赤外線を照射して、結晶内部に生じたマイ
クロクラック等を検出する赤外線検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロクラックは、半導体ウェハ等の結晶基板の結晶内部における結晶の不整合な部
分等に発生する微小な割れであり、例えば、太陽電池用結晶ウェハでは、その製造工程途
中でウェハ割れを引き起こすのに加えて、完成品においては発電効率を低下させるもので
ある。
【０００３】
　製造工程途中でのウェハ割れを防止するためには、切り出された半導体ウェハについて
マイクロクラックを検出することが必要であるが、外観についての目視検査ではその検出
が難しい。このため、赤外線を照射して半導体ウェハ内に生じたマイクロクラックを検出
する方法が用いられている（特許文献１）。
【０００４】
　光源から射出された赤外線がマイクロクラックの割れの面に平行に入射すると透過率が
増し、そうでない場合には割れ界面で光が部分的に反射されて透過率が低下する。
【０００５】
　結晶基板は、結晶成分がそれぞれ異なる透過率をもつため、赤外線を照射した場合、結
晶粒の構造により複雑な濃淡差を生じ、場所によって輝度が異なったランダムなパターン
を有する画像が撮像されるので、そのままではクラックの検査が困難である。
【０００６】
　また、半導体基板における光の透過率は、その半導体の組成等によっても変化する。
【特許文献１】特開２００６－１８４１７７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はかかる問題点に鑑みなされたものであって、簡易な構成でありながら、多様な
半導体基板に対応して、高い精度でマイクロクラック等を検出することができる赤外線検
査装置を提供することをその主たる所期課題としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち本発明に係る赤外線検査装置は、半導体基板に赤外線を照射して透過した光を
検出する赤外線検査装置であって、異なる波長の光を射出する複数種類の赤外線ＬＥＤを
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、切り替え点灯可能に備えていることを特徴とする。なお、本発明に係る赤外線検査装置
の検査対象である半導体基板としては特に限定されず、例えば、太陽電池用のシリコン膜
も含まれ、このようなシリコン膜としては、単結晶シリコン型、多結晶シリコン型、微結
晶シリコン型、アモルファスシリコン型のいずれであってもよい。
【０００９】
　半導体ウェハにおける光の透過率は、その半導体のエネルギーギャップによって変化し
、図５に示すエネルギーギャップを上回るエネルギーを持つ光、すなわち波長の短い光を
照射すると、その半導体中のキャリアを励起するためにエネルギーが消費されるので、照
射光が半導体に吸収されてしまい、照射光の透過率が著しく低下する。従って、半導体ウ
ェハにおける光の透過率は、その組成、不純物のドーピング量等によって多様に変化する
。また、半導体ウェハの厚さ、処理状態等によっても、光の透過率が変化する。
【００１０】
　これに対して、本発明に係る赤外線検査装置は、半導体基板に赤外線を照射する光源と
して、異なる波長の光を射出する複数種類の赤外線ＬＥＤを切り替え点灯可能に備えてお
り、検査対象である半導体基板の組成、処理状態や厚さに応じて最も適した波長の光を照
射する赤外線ＬＥＤを容易に選択することができるので、精度の高い検査を行うことがで
きる。そして、前記半導体基板が結晶基板である場合、選択された好適な赤外線ＬＥＤか
ら半導体基板に光を照射して、透過光を透過画像として撮像すると、薄膜の表裏を貫通し
て割れが生じているため照射光が透過する透過性マイクロクラックは白く撮像され、貫通
した割れは生じていないが、薄膜内部に微細な亀裂が生じているために内部の破壊面で透
過光が部分的に反射される反射性マイクロクラックは黒く撮像され、その他の結晶粒は灰
色に撮像される。このため、薄膜内部にマイクロクラックが生じた箇所を極めて鮮明に検
出することができる。
【００１１】
　なお、好適な波長より短い波長の光を結晶基板に照射した場合は、透過画像全体が暗く
なり、好適な波長より長い波長の光を結晶基板に照射した場合は、透過画像全体が明るく
なりすぎ、いずれの場合も濃淡差が低下して、マイクロクラックの検出が困難になる。
【００１２】
　しかしながら、従来は赤外線を発する光源として一般的にハロゲン灯等が用いられてお
り、赤外線透過フィルタを使用して赤外線が抽出されているが、当該赤外線は波長の幅が
広いため、得られる透過画像の鮮明度は充分なものではない。これに対して、ＬＥＤは射
出する光の波長の幅が狭い光源であるので、当該クラックと正常な部分との透過率の比が
最も大きくなる波長帯域に最適化することが可能となり、本発明によればハロゲン灯等を
光源とするものと比べて極めて鮮明な透過画像が得られ、精度の高い検査を行うことがで
きる。
【００１３】
　また、従来のハロゲン灯等を光源とする検査装置では、赤外線透過フィルタを備える必
要があるので、その分検査装置の構成が複雑になる。これに対して、本発明に係る赤外線
検査装置ではこのようなフィルタが不要であるので、フィルタ交換等の煩わしい作業が不
要であるとともに、装置構成を簡易なものとすることができる。
【００１４】
　本発明に係る赤外線検査装置の具体的な構成としては、複数種類の赤外線ＬＥＤに加え
て、検査対象である前記半導体基板に応じて、前記複数種類の赤外線ＬＥＤから点灯する
赤外線ＬＥＤを選択するＬＥＤ選択部と、前記赤外線ＬＥＤから照射された光が前記半導
体基板を透過した光を透過画像として撮像する撮像装置と、前記撮像装置で撮像された透
過光の輝度値を算出する輝度算出部と、前記透過光を前記輝度算出部で算出された輝度値
により３群に分類し、３群のうち輝度値が最も高い群と最も低い群とに属する透過光が検
出された前記半導体基板のポイントを抽出するクラック抽出部と、を備えていることが好
ましい。
【００１５】
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　また、本発明に係る赤外線検査装置の検査対象がアモルファスからなる半導体基板であ
る場合は、膜厚、ムラ、異物の有無等を良好に検査することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　このような構成の本発明によれば、半導体基板中のマイクロクラックが生じた箇所等を
極めて鮮明に検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　本実施形態に係る赤外線検査装置１は、図１に示すように、試料Ｗを載置するための保
持台２と、保持台２上に載置された試料Ｗを下方から照明する複数種類の赤外線ＬＥＤ３
１、３２、３３を備えた光源３と、試料Ｗの上方に配設され、光源３から発せられた光が
試料Ｗを透過した光を透過画像として撮像する撮像装置４と、情報処理装置５と、を備え
ている。このような赤外線検査装置１の検査対象である試料Ｗとしては、シリコンウェハ
や、当該ウェハに回路パターンが形成された基板等の結晶基板が挙げられる。
【００１９】
　各部を詳述する。光源３は、ピーク波長の異なる複数種類の赤外線ＬＥＤ３１、３２、
３３が切り替え点灯可能に設けられたものである。赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３として
は、例えば、９００～１５００ｎｍの波長の光を照射するものが挙げられる。なお、ＬＥ
Ｄは射出する光の波長の幅が狭いという特徴を有する。
【００２０】
　複数種類の赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３から、検査対象である試料Ｗに応じた好適な
赤外線ＬＥＤが選択されて、当該赤外線ＬＥＤから試料Ｗに対して所定の波長の赤外線が
照射されると、試料Ｗの表裏を貫通して割れが生じているため照射光が透過する透過性マ
イクロクラックは白く観察され、試料Ｗ内部に微細な亀裂が生じているために内部の破壊
面で透過光が部分的に反射される反射性マイクロクラックは黒く観察され、その他の結晶
粒は灰色に観察される。
【００２１】
　照射光の波長と透過率との関係は、波長が長いほど、透過率が高くなるので、結晶粒間
の濃淡差が低くなり、試料Ｗ内部に生じた反射性マイクロクラックが黒く撮像される。そ
して、波長が短いほど、透過率が低くなるので、結晶粒間の濃淡差が高くなり、試料Ｗ内
部に生じた反射性マイクロクラックの検出が困難になる。この境界となる波長は、ほぼ、
その試料Ｗの組成から求められるエネルギーギャップと等しいエネルギーを有する波長で
あり、例えば、シリコン結晶の場合は約１１０８ｎｍである。
【００２２】
　しかし、好適な赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３は単に試料Ｗの組成で定まるものではな
く、不純物のドーピング量やその厚さや処理状態にも依存する。例えば、試料Ｗが多結晶
シリコンからなる太陽電池用ウェハであって、ＡＲＣ（Ａｎｔｉ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ
　Ｃｏａｔｉｎｇ（反射防止コーティング））処理が施されている場合は、結晶粒間の濃
淡差が未処理のものに比べて低くなり傾向があるので、組成から求められる好適な波長よ
り短い波長の光を射出する赤外線ＬＥＤが適している。
【００２３】
　撮像装置４は、光源３から発せられた光が試料Ｗを透過した光を透過画像として撮像す
るものであるが、例えば、ＣＣＤカメラ、ラインセンサカメラ、ＣＭＯＳカメラ、ビジコ
ンカメラ等が用いられる。なお、従来は赤外線を発する光源としてハロゲン灯等が用いら
れており、この場合は、赤外線だけを撮像するためには、赤外線透過フィルタを併用して
他の可視光成分を取り除くことが必要であった。これに対して、赤外線検査装置１では光
源３として赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３を用いているので、このような赤外線透過フィ
ルタは不要である。
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【００２４】
　情報処理装置５は、ＣＰＵやメモリ、Ａ／Ｄ変換器、Ｄ／Ａ変換器等を有したデジタル
乃至アナログ電気回路で構成されたもので、専用のものであってもよいし、一部又は全部
にパソコン等の汎用コンピュータを利用するようにしたものであってもよい。また、ＣＰ
Ｕを用いず、アナログ回路のみで前記各部としての機能を果たすように構成してもよいし
、物理的に一体である必要はなく、有線乃至無線によって互いに接続された複数の機器か
らなるものであってもよい。更に、キーボード等の入力手段、ディスプレイ等の出力手段
等を有していてもよい。
【００２５】
　そして前記メモリに所定のプログラムを格納し、そのプログラムにしたがってＣＰＵや
その周辺機器を協働動作させることによって、この情報処理装置５が、ＬＥＤ選択部５１
、輝度算出部５２、クラック抽出部５３としての機能を少なくとも発揮するように構成し
ている。
【００２６】
　ＬＥＤ選択部５１は、例えばオペレータにより入力された試料Ｗの組成、処理状態（Ａ
ＲＣ処理等の有無）や厚さ等の情報に従い、複数種類の赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３か
ら試料Ｗに応じて好適な波長の光を照射するものを選択するものである。
【００２７】
　輝度算出部５２は、撮像装置４から画像データを取得して、所定の演算処理を行うこと
により、試料Ｗのそれぞれのポイントにおいて撮像された透過光の輝度値を算出するもの
である。
【００２８】
　クラック抽出部５３は、輝度算出部５２から輝度値データを取得して、輝度値により透
過光を３群に分類し、３群のうち輝度値が最も高い群と最も低い群とに属する透過光が検
出された試料Ｗのポイントを、マイクロクラックが生じている箇所として抽出するもので
ある。
【００２９】
　すなわち、図２（ａ）は、試料Ｗとして、太陽電池用多結晶シリコンウェハを用い、こ
れに１５５０ｎｍの赤外線を照射し、試料Ｗからの透過光を撮像した画像であり、図２（
ｂ）は、図２（ａ）で撮像された透過光の輝度分布を示すグラフであるが、試料Ｗに好適
な波長の光を射出する赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３を選択して光を照射すれば、マイク
ロクラックと正常な部分との透過率の差が明確になり、図２の場合、正常な多結晶部分の
透過率は７０～８０％であった。そして、図２（ｂ）に示すように、１３００ｃｄ／ｍ２

付近及び２３００ｃｄ／ｍ２付近を境にして、輝度値により透過光が３つの群に明確に分
かれた。
【００３０】
　一方、図３（ａ）は、図２におけると同じ試料Ｗに対して９７０ｎｍの赤外線を照射し
、試料Ｗからの透過光を撮像した画像であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）で撮像された透
過光の輝度分布を示すグラフであるが、試料Ｗに照射する光の波長が適切でない場合は、
マイクロクラックと正常な部分との透過率の差は僅かであり、図３の場合、正常な多結晶
部分の透過率は２０％程度であった。そして、図３（ｂ）に示すように、輝度値により透
過光を分類することは困難であった。
【００３１】
　図２（ａ）及び図３（ｂ）のいずれにおいても、反射性マイクロクラックに由来する透
過光は輝度値は７５０ｃｄ／ｍ２前後に観察され、透過性マイクロクラックに由来する透
過光は輝度値は３０００ｃｄ／ｍ２前後に観察された。このため、正常な多結晶部分に由
来する輝度値がこの間に観察される波長帯の赤外線を射出するＬＥＤが最適なものである
と言える。
【００３２】
　なお、試料Ｗ上の検査ポイントによっては、輝度値が最も高い群に試料Ｗの端部の試料



(6) JP 2010-54377 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

Ｗが存在しない箇所が含まれ、輝度値が最も低い群に半導体ウェハ上に形成された金属配
線等が含まれる場合もあるので、その場合、これらのマイクロクラック以外のものは除外
される。
【００３３】
　次に赤外線検査装置１を用いて試料Ｗを検査する方法を図４のフローチャートを参照し
て説明する。
【００３４】
　まず、オペレータが検査対象である試料Ｗの状態（組成、不純物のドーピング量、処理
状態（ＡＲＣ処理等の有無）、厚さ等）を示す識別子を入力する（ステップＳ１）。
【００３５】
　するとＬＥＤ選択部５１が、その入力に基づいて、複数種類の赤外線ＬＥＤ３１、３２
、３３から試料Ｗに適した波長の光を照射するものを選択する（ステップＳ２）。
【００３６】
　そして、選択された赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３が点灯し試料Ｗに光を照射する（ス
テップＳ３）。
【００３７】
　次いで、撮像装置４が試料Ｗを透過した光を透過画像として撮像する（ステップＳ４）
。
【００３８】
　撮像装置４が撮像した画像データを取得した輝度算出部５２は、所定の演算処理を行い
、試料Ｗのそれぞれのポイントにおける透過光の輝度値を算出する（ステップＳ５）。
【００３９】
　クラック抽出部５３は、輝度算出部５２から輝度値データを取得して、輝度値により透
過光を３群に分類し、３群のうち輝度値が最も高い群と最も低い群とに属する透過光が検
出された試料Ｗのポイントを、クラックが生じている箇所として抽出する（ステップＳ６
）。
【００４０】
　クラック抽出部５３がクラックの抽出結果データを示す信号を出力し、試料Ｗのマイク
ロクラックが生じている箇所をディスプレイ等に色分け等して表示する（ステップＳ７）
。
【００４１】
　したがって、このように構成された赤外線検査装置１によれば、試料Ｗに赤外線を照射
する光源として、異なる波長の光を射出する複数種類の赤外線ＬＥＤを切り替え点灯可能
に備えており、検査対象である試料Ｗの組成、処理状態や厚さに応じて最も適した波長の
光を照射する赤外線ＬＥＤを容易に選択することができるので、精度の高い検査を行うこ
とができる。そして、試料Ｗに応じた好適な波長の光を照射することにより、透過性マイ
クロクラックは白く撮像され、反射性マイクロクラックは黒く撮像され、その他の結晶粒
は灰色に撮像されるので、薄膜内部のマイクロクラックが生じた箇所を極めて鮮明に検出
することができる。
【００４２】
　また、赤外線検査装置１では赤外線透過フィルタが不要であるので、フィルタ交換等の
煩わしい作業が不要であるとともに、装置構成を簡易なものとすることができる。
【００４３】
　更に、ＬＥＤは射出する光の波長の幅が狭い光源であるので、赤外線ＬＥＤ３１、３２
、３３を光源とする赤外線検査装置１では、マイクロクラックと正常な部分との透過率の
比が最も大きくなる波長帯域に最適化することが可能となり、ハロゲン灯等を光源とする
ものと比べて極めて鮮明な透過画像が得られ、精度の高い検査を行うことができる。
【００４４】
　なかでも、多結晶基板は、基板面に対してそれぞれの結晶面が異なっているため、結晶
表面の反射率がそれぞれ異なっており、赤外線を照射した場合も光の照射面において反射
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率が異なることによって、その透過光の強度も異なり、結晶粒の構造により複雑な濃淡差
を生じるので、そのままではクラックの検査が困難である。これに対して、赤外線検査装
置１によれば、複数の赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３から最適な波長帯域の赤外線を射出
するものを選択可能であるので、試料Ｗが多結晶基板であっても、マイクロクラックと正
常な部分との透過率の差を最適化することが可能となる。
【００４５】
　また、結晶基板における光の透過率は、結晶の種類や、不純物のドーピング量等によっ
て多様に変化するが、複数の赤外線ＬＥＤ３１、３２、３３から赤外線の射出源を選択可
能である赤外線検査装置１によれば、最適な波長帯域の赤外線を射出することができるの
で、結晶の種類や不純物のドーピング量の変化に応じた透過率の変化にも対応することが
でき、マイクロクラックと正常な部分との透過率の差を最適化することが可能となる。
【００４６】
　このような赤外線検査装置１の用途としては特に限定されないが、例えば、太陽電池用
の半導体基板の検査装置として好適に用いられる。
【００４７】
　なお、本発明は前記実施形態に限られるものではない。
【００４８】
　例えば、赤外線検査装置１の検査対象である試料Ｗは結晶基板に限られず、例えば、ア
モルファスシリコンからなる太陽電池用基板を試料Ｗとして、膜厚、ムラ、異物の有無等
の検査を行ってもよい。
【００４９】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない限り、前述した種々の構成の一部又は全部を適宜組
み合わせて構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る赤外線検査装置の模式的全体断面図。
【図２】太陽電池用多結晶シリコンウェハを試料Ｗとして用いて１５５０ｎｍの赤外線を
照射したときの透過画像（ａ）と、透過光の輝度分布を示すグラフ（ｂ）。
【図３】図２におけると同じ試料Ｗに９７０ｎｍの赤外線を照射したときの透過画像（ａ
）と、透過光の輝度分布を示すグラフ（ｂ）。
【図４】同実施形態における赤外線検査装置を用いて試料Ｗを検査する方法を示すフロー
チャート。
【図５】エネルギーギャップと波長との関係を示すグラフ。
【符号の説明】
【００５１】
１・・・赤外線検査装置
３・・・光源
３１、３２、３３・・・赤外線ＬＥＤ
４・・・撮像装置
５・・・情報試料装置
５１・・・ＬＥＤ選択部
５２・・・輝度算出部
５３・・・クラック抽出部
Ｗ・・・試料
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